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健康福祉委員会に付託されました、議案５件の審査の経過

と結果について、主な質疑を中心に報告いたします。 

 

最初に、第４６号議案「専決処分の承認を求めることにつ

いて（藤枝市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）」

について、申し上げます。 

                       

質疑もなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり 

承認すべきものと決定いたしました。 

 

次に、第４７号議案「令和元年度藤枝市一般会計補正予算

（第２号）」のうち、本委員会に分割付託された費目につい

て、申し上げます。 

 

初めに、「３款３項２目子ども・子育て推進費 中
ちゅう

、 

認定こども園施設整備費補助金について、新築される 

（仮称）葉梨こども園について、建物の規模及び施設概要を

伺う。」という質疑があり、 

 

これに対して、 

「葉梨幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行であり、 

現在幼稚園のある敷地内に新たな認定こども園を新設する。

定員規模は１８６人、うち保育定員は９０人を予定している。
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建物は鉄骨造りの２階建て、 

延床面積は約 1,625 平方メートルとなる。」という答弁が 

ありました。 

 

次に、「葉梨地区は子育て世代人口が増えているが、 

認定こども園化に伴い、保育定員を９０人とした根拠を 

伺う。」という質疑があり、 

 

これに対して、 

「葉梨幼稚園の認定こども園化については、 

ふじえだ子ども・子育てスマイルプラン２１に位置づけられ

た整備である。 

保育の必要量の算定にあたっては、 

市内を４つの保育の提供区域に分け、葉梨については、 

広幡・岡部を含めて１つの提供区域として算定している。 

この区域における申込率は、年々増加しており、女性就業率

の上昇や認定こども園のニーズの増加などを踏まえ、 

認定こども園化と定員規模を設定した。」という答弁があり

ました。 

 

 このほか特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、 

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 
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次に、第４８号議案「令和元年度藤枝市介護保険特別会計

補正予算（第１号）」及び 

第５２号議案「藤枝市介護保険条例の一部を改正する条例」

について、申し上げます。 

 なお、この２つの議案は関連があるため、一括での審査と

しました。 

 

 初めに、「低所得者の保険料軽減強化について、 

具体的内容を伺う。」という質疑があり、 

 

これに対し、 

「現在の介護保険料は、所得に応じ、１１段階に分けて賦課
ふ か

している。今回、所得の低い３段階について、国の政令改正

に合わせて条例を改正する。基準額に対して 乗
じょう

じる割合を、

第１段階について現在 0.45 を 0.375 に、 

第２段階について 0.65 を 0.525 に、 

第３段階について 0.75 を 0.725 にそれぞれ軽減するもので

ある。」という答弁がありました。 

 

 次に、「各段階の対象者数を伺う。」という質疑があり、 

 

これに対して、「一番所得が低い第一段階の 

第７次ふじえだ介護・福祉ぷらん２１で想定している 

対象者数が、4,614 人、第２段階が 2,862 人、 
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第３段階が 2,307 人で、約 9,800 人が今回の軽減の対象と 

なる。」という答弁がありました。 

 

 このほか、特に報告いたす質疑もなく、採決の結果、 

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 

最後に、 

第４９号議案「令和元年度藤枝市病院事業会計補正予算 

（第１号）」について、申し上げます。 

 

初めに、「医療機器購入を補正することになった理由 

について伺う。」という質疑があり、 

 

これに対して、 

「３月１３日の故障当日に修理は完了したが、事業管理者に

報告したところ、医療機器選定委員会で検討することとなっ

た。検討の結果、検査とともに治療を行う重要な医療機器で

あるため、更新した方がより安全な医療の提供が可能になる

と判断し、補正予算での要求となった。」という答弁があり

ました。 

 

次に、「検討している機種について伺う。」という質疑があ

り、 
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これに対して、「機器についてはそれぞれ特長があるが、 

基本的には機能は同じであるため、どの機械が入っても治療

に影響はない。 

医療機器選定委員会において、病院長を中心に、 

技師等の意見も聞き、操作性や放射線量をできる限り少なく

検査できることを考慮しながら、よりよいものを選定してい

く。」との答弁がありました。 

 

 次に、「購入にあたり、企業債を発行することとなった 

理由について伺う。」という質疑があり、 

 

これに対して、「購入と財源を明確にし、今後数年間の 

費用負担軽減のために、リースではなく企業債の発行とし

た。」との答弁がありました。 

 

 以上のような審査を経て、採決の結果、全会一致で 

原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

以上、報告いたします。 

 


